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（仮訳）
第７部

第６条に規定するこの条約によって禁止されていない活動

（表２の化学物質及びこれに関係する施設のための制度）

Ａ．申 告

国内の集計された資料の申告

１．第６条の７及び８の規定に従って締約国が行う冒頭申告及び年次申告には，前暦年におけ

る表２の化学物質の生産量，加工量，消費量，輸入量及び輸出量に関する国内の集計された

資料並びに相手国ごとの輸入量及び輸出量の明示を含める。

２．締約国は，次の申告を行う。

(ａ)この条約が自国について効力を生じた後３０日以内に１の規定に従って行う冒頭申告

(ｂ)冒頭申告を行った年の翌暦年から開始する年次申告（前暦年の終了の後９０日以内に行

う ）。

表２の化学物質を生産し，加工し又は消費する事業所の申告

３．冒頭申告及び年次申告については，次に掲げるいずれかの量を超える化学物質を，前３暦

年のいずれかの年において生産し，加工し若しくは消費した１若しくは２以上の工場又は翌

暦年において生産し，加工し若しくは消費することが予想される１若しくは２以上の工場を

有するすべての事業所について必要とする。

(ａ)化学物質に関する附属書の表２Ａにおいて（＊）が付されている化学物質については１

キログラム

(ｂ)化学物質に関する附属書の表２Ａに掲げる化学物質 ((＊)が付されているものを除く ）。

については１００キログラム

(ｃ)化学物質に関する附属書の表２Ｂに掲げる化学物質については１トン

４．締約国は，次の(ａ)の申告並びに当該申告を行った年の翌暦年から開始する(ｂ)及び(ｃ)

の申告を行う。

(ａ)この条約が自国について効力を生じた後３０日以内に３の規定に従って行う冒頭申告

(ｂ)前暦年の終了の後９０日以内に行う過去の活動に関する年次申告
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(ｃ)予想される活動に関する年次申告（翌暦年の開始の遅くとも６０日前までに行う 。。）

当該年次申告を行った後に新たに計画する活動については，当該活動の開始の遅くとも５

日前までに申告する。

５．３の規定に基づく申告は，表２の化学物質を低濃度で含有する混合物については，一般的

に必要とされない。当該申告は，指針に従い，当該混合物からの表２の化学物質の分離が容

易であること及び当該化学物質の総量が，この条約の趣旨及び目的に対し危険をもたらすと

認められる場合にのみ，必要とされる。当該指針については，第８条２１(ｉ)の規定に従っ

て会議が検討し及び承認する。

６．３の規定に基づく事業所の申告には，次の事項を含める。

(ａ)当該事業所の名称，その所有者の名称及び当該事業所を運営する会社又は企業の名称

(ｂ)当該事業所の正確な所在地（住所を含む ）。

(ｃ)当該事業所内の工場であって第８部の規定に従って申告するものの数

７．３の規定に基づく事業所の申告には，当該事業所内に所在し，かつ，３に定める要件を満

たす各工場についての次の事項に関する情報を含める。

(ａ)当該工場の名称，その所有者の名称及び当該工場を運営する会社又は企業の名称

(ｂ)当該工場の事業所内の正確な位置（建物又は工作物の具体的な番号がある場合には，こ

れを含む ）。

(ｃ)当該工場の主要な活動

(ｄ)当該工場が，

(ｉ)申告する表２の化学物質の生産，加工又は消費のいずれを行っているか。

(ⅱ)(ｉ) に規定する活動のみを行っているか又は当該活動以外の活動も行っているか。

(ⅲ)申告する表２の化学物質に関して(ｉ)に規定する活動以外の活動を行っているか否か。

行っている場合には，その活動（例えば，貯蔵）を特定する。

(ｅ)申告する表２の各化学物質についての当該工場の生産能力

８．申告に関する基準を超える表２の各化学物質についての３の規定に基づく事業所の申告に

は，次の事項に関する情報を含める。

(ａ)化学名，施設において使用されている一般名又は商品名，構造式及びＣＡＳ登録番号が

付されている場合には当該番号

(ｂ)冒頭申告については，前３暦年の各年における事業所の生産，加工，消費，輸入及び輸

出の総量

(ｃ)過去の活動に関する年次申告については，前暦年における事業所の生産，加工，消費，

輸入及び輸出の総量
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(ｄ)予想される活動に関する年次申告については，翌暦年における事業所の生産，加工又は

消費の予想される総量（生産，加工又は消費が行われることが予想される期間を含む ）。

(ｅ)次に掲げるもののうちいずれのものを目的として，化学物質の生産，加工又は消費が行

われたか又は行われるか。

(ｉ)現地における加工及び消費（該当する場合には生成物の種類の明示を含む ）。

(ⅱ)締約国の領域内における又はその管轄若しくは管理の下にあるその他の場所への販売

又は移譲（該当する場合には他の産業，販売業者又はその他の仕向先のいずれに対する

販売又は移譲であるかの明示及び可能な場合には最終生成物の種類の明示を含む ）。

(ⅲ)直接の輸出（該当する場合には関係国の明示を含む ）。

(ⅳ)その他の目的（該当する場合には目的の明示を含む ）。

化学兵器のための過去における表２の化学物質の生産に関する申告

９．締約国は，この条約が自国について効力を生じた後３０日以内に，１９４６年１月１日以

降のいずれかの時に化学兵器のために表２の化学物質を生産した工場を有するすべての事業

所を申告する。

１０．９の規定に基づく事業所の申告には，次の事項を含める。

(ａ)当該事業所の名称，その所有者の名称及び当該事業所を運営する会社又は企業の名称

(ｂ)当該事業所の正確な所在地（住所を含む ）。

(ｃ)当該事業所内に所在し，かつ，９に定める要件を満たす各工場については，７の(ａ)か

ら(ｅ)までに規定する事項に関する情報

(ｄ)化学兵器のために生産された表２の各化学物質については，

(ｉ)化学名，事業所において化学兵器の生産のために使用された一般名又は商品名，構造

式及びＣＡＳ登録番号が付されている場合には当該番号

(ⅱ)化学物質が生産された日及び生産量

(ⅲ)化学物質が送られた場所及び判明している場合には当該場所において生産された最

終生成物

締約国に対する情報

１１．このＡの規定に従って申告された事業所の一覧表については，６，７(ａ)，７(ｃ)，７(ｄ)

(ⅰ)，７(ｄ)(ⅲ)，８(ａ)，及び１０の規定に従って提供された情報と共に，要請に応じ，締約

国に対し技術事務局が送付する。
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Ｂ．検 証

総 則

１２．第６条４に規定する検証については，申告された事業所であって，次に掲げるいずれか

の量を超える化学物質を，前３暦年のいずれかの年において生産し，加工し若しくは消費し

た１若しくは２以上の工場又は翌暦年において生産し，加工し若しくは消費することが予想

される１若しくは２以上の工場を有するものにおいて，現地査察を通じて行う。

(ａ)化学物質に関する附属書の表２Ａにおいて(＊)が付されている化学物質については

１０キログラム

(ｂ)化学物質に関する附属書の表２Ａに掲げる化学物質((＊)が付されているものを除

く。)については１トン

(ｃ)化学物質に関する附属書の表２Ｂに掲げる化学物質については１０トン

１３．第８条２１(ａ)の規定に従って会議が採択する機関の計画及び予算には，このＢの規定

に基づく検証のための計画及び予算を別個の項目として含める。第６条の規定に基づく検証

のために利用可能な資金の割当てに当たり，技術事務局は，この条約が効力を生じた後の３

年間においては，Ａの規定に従って申告される事業所の冒頭査察を優先する。その後，資金

の割当てについては，得られた経験を基礎として検討する。

１４．技術事務局は，１５から２２までの規定に従って冒頭査察及びその後の査察を行う。

査察の目的

１５．査察は，活動がこの条約に基づく義務に従っていること及び申告において提供された情

報に合致していることを検証することを一般的な目的とする。Ａの規定に従って申告された

事業所における査察は，特に次のことを検証することを目的とする。

(ａ)第６部の規定に従う場合を除くほか表１の化学物質が存在しないこと（特にその生産が

行われていないこと 。。）

(ｂ)表２の化学物質の生産，加工又は消費の水準が申告に合致していること。

(ｃ)表２の化学物質がこの条約によって禁止されている活動のために転用されていないこと。

冒頭査察

１６．１２の規定に従って査察が行われる事業所については，この条約が効力を生じた後でき

る限り速やかに，望ましくは３年以内に冒頭査察を行う。この期間が経過した後に申告され

る事業所については，生産，加工又は消費が最初に申告された後１年以内に冒頭査察を行う。

冒頭査察のための事業所の選定については，事業所の査察が行われる正確な時期が予知され

ることのないように技術事務局が行う。
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１７．冒頭査察に際しては，被査察締約国及び技術事務局が必要としないことを合意する場合

を除くほか，事業所に関する施設協定案を作成する。

１８．査察員は，冒頭査察に際して，その後の査察の頻度及び程度に関連して，特に次の基準

を考慮して，化学物質，事業所の性質及び当該事業所において行われる活動の性質がこの条

約の趣旨及び目的に対してもたらす危険を評価する。

(ａ)化学物質に関する附属書の表に掲げる化学物質の毒性及び当該化学物質を使用して生産

される最終生成物がある場合には当該最終生成物の毒性

(ｂ)化学物質に関する附属書の表に掲げる化学物質であって査察が行われる事業所において

一般に貯蔵されているものの量

(ｃ)化学物質に関する附属書の表に掲げる化学物質の原料となる化学物質であって査察が行

われる事業所において一般に貯蔵されているものの量

(ｄ)表２の化学物質を扱う工場の生産能力

(ｅ)査察が行われる事業所において毒性化学物質の生産，貯蔵又は充填を開始するための能
てん

力及びそのための転換の可能性

査 察

１９．１２の規定に従って査察が行われる事業所は，冒頭査察を受けた後，その後の査察の対

象とする。

２０．技術事務局は，査察のために具体的な事業所を選定し並びに査察の頻度及び程度を決定

するに当たり，各施設協定並びに冒頭査察及びその後の査察の結果を踏まえて，化学物質，

事業所の性質及び当該事業所において行われる活動の性質がこの条約の趣旨及び目的に対し

てもたらす危険に十分な考慮を払う。

２１．技術事務局は，査察が行われる正確な時期が予知されることのないように査察を行う具

体的な事業所を選定する。

２２．いかなる事業所も，このＢの規定による査察を１暦年に２回を超えて受けない。ただし，

このことは，第９条の規定に基づく査察を制限するものではない。

査察手続

２３．合意される指針，この附属書の他の関連規定及び秘密扱いに関する附属書のほか，２４

から３０までの規定を適用する。

２４．申告された事業所に関する施設協定は，被査察締約国及び技術事務局がこれを必要とし

ないことを合意する場合を除くほか，冒頭査察の完了の後９０日以内に被査察締約国と機関

との間で締結する。当該施設協定は，モデル協定に基づくものとし，申告された事業所にお

ける査察の実施について規律する。当該施設協定は，査察の頻度及び程度並びに２５から

２９までの規定に適合する詳細な査察手続を明示する。
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２５．査察については，申告された事業所内の申告された工場であって表２の化学物質を扱う

ものを中心に行う。査察団が当該事業所の他の部分へのアクセスを認めることを要請する場

合には，第２部５１の規定に基づく説明を行う義務に従い及び施設協定又は施設協定がない

ときは第１０部Ｃに規定する管理されたアクセスの規則に従い，当該他の部分へのアクセス

を認める。

２６．記録へのアクセスは，適当な場合には，申告された化学物質が転用されなかったこと及

び生産が申告に合致していたことを保証するために認められる。

２７．試料の採取及び分析は，化学物質に関する附属書の表に掲げる化学物質であって申告さ

れていないものが存在しないことを点検するために行う。

２８．査察が行われる区域には，次のものを含めることができる。

(ａ)原料となる化学物質（反応体）を搬入し又は貯蔵する場所

(ｂ)反応器に注入する前に反応体に対し処理を施す場所

(ｃ)適当な場合には(ａ)又は(ｂ)の場所から反応器へ通ずる仕込配管（弁類，流量計等を含

む ）。

(ｄ)反応器の外面及び附属設備

(ｅ)反応器から，長期間若しくは短期間貯蔵するための場所又は申告された表２の化学物質

を更に加工するための設備へ通ずる配管

(ｆ)(ａ)から(ｅ)までのいずれかに関連する制御設備

(ｇ)廃棄物及び排水の取扱いのための設備及び場所

(ｈ)規格外の化学物質の処分のための設備及び場所

２９．査察期間は，９６時間を超えてはならない。ただし，査察団と被査察締約国との間の合

意により延長することができる。

査察の通告

３０．締約国は，技術事務局により，査察が行われる事業所に査察団が到着する少なくとも

４８時間前までに査察の通告を受ける。

Ｃ．この条約の締約国でない国に対する移譲

３１．表２の化学物質については，専ら，締約国に対して移譲し，又は締約国から受領する。

このような義務は，この条約が効力を生じた後３年で効力を生ずる。

３２．締約国は，３１の３年の暫定的な期間中，この条約の締約国でない国に対する表２の化

学物質の移譲について，以下に規定する最終用途に関する証明書を要請する。締約国は，当

該移譲に関し，移譲する化学物質がこの条約によって禁止されていない目的のためにのみ使

用されることを確保するため，必要な措置をとる。特に，締約国は，受領国に対し，移譲す

る化学物質について，次のことを表明する証明書を要請する。
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(ａ)この条約によって禁止されていない目的のためにのみ使用すること。

(ｂ)再移譲しないこと。

(ｃ)種類及び量

(ｄ)最終用途

(ｅ)最終使用者の名称及び住所


